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(57)【要約】
【課題】柱がない状態であっても直上部を確実に支持で
き、下階コーナー部における開放感や景観性を向上させ
ることが可能な建物ユニットの補強構造を提供すること
を目的とする。
【解決手段】ユニット式建物１の下階コーナー部Ｃ１，
Ｃ２に、柱がない状態の開放空間を形成するための建物
ユニット３０の補強構造であって、開放空間用の建物ユ
ニット３０は、隅部にそれぞれ配置される二本または三
本の柱３１、複数の梁３２～３５、からなる骨組みと、
骨組みに連結されて当該骨組みを補強する補強手段と、
を備える。補強手段は、柱３１がある隅部と柱３１がな
い隅部との間に配置され、かつ開放空間用の建物ユニッ
ト３０の直上に位置する直上部２０を下方から支持する
補強梁３８ａ，３８ｂを少なくとも有する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユニット式建物を構成する略直方体状の複数の建物ユニットのうち、ユニット式建物の
下階コーナー部に、柱がない状態の開放空間を形成するための建物ユニットの補強構造で
あって、
　前記開放空間用の前記建物ユニットは、
　当該建物ユニットの隅部にそれぞれ配置される二本または三本の柱と、当該柱の上端部
および下端部をそれぞれ連結する複数の梁と、からなる骨組みと、
　前記骨組みに連結されて当該骨組みを補強する補強手段と、を備えており、
　前記補強手段は、前記開放空間用の建物ユニットの上端部において前記柱がある隅部と
前記柱がない隅部との間に配置され、かつ前記開放空間用の建物ユニットの直上に位置す
る直上部を下方から支持する補強梁を少なくとも有することを特徴とする建物ユニットの
補強構造。
【請求項２】
　請求項１に記載の建物ユニットの補強構造において、
　前記補強手段は、前記開放空間用の建物ユニットにおいて前記柱がない隅部に隣り合う
前記柱がある隅部側に配置され、かつ前記補強梁とともに前記直上部を支持する補強柱を
有しており、
　前記補強梁と前記補強柱は、当該補強梁の一端部と当該補強柱の上端部とが交差してな
る交差部を介して一体的に形成されていることを特徴とする建物ユニットの補強構造。
【請求項３】
　請求項２に記載の建物ユニットの補強構造において、
　前記開放空間用の建物ユニットの前記骨組みの上端部と、前記開放空間用の建物ユニッ
トに隣接する下階の前記建物ユニットの上端部と、前記交差部の上端部とが、シアープレ
ートを介して連結されていることを特徴とする建物ユニットの補強構造。
【請求項４】
　請求項３に記載の建物ユニットの補強構造において、
　前記開放空間用の建物ユニットの前記骨組みは、隅部において前記柱と前記天井梁とを
連結する複数の柱梁接合部材を有しており、
　前記複数の柱梁接合部材のうち前記交差部に近接する柱梁接合部材は、
　前記柱の上端部に位置し、前記交差部が接合される本体部と、
　前記本体部から前記交差部側の方向と直交する方向に突出し、前記補強梁と直交する天
井梁が接合される突出部と、を備えることを特徴とする建物ユニットの補強構造。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか一項に記載の建物ユニットの補強構造において、
　前記直上部は、前記ユニット式建物の上階を構成する建物ユニットと隣接して配置され
ており、
　前記直上部の上端部と、前記上階の建物ユニットの上端部との間には、当該双方の前記
建物ユニットに跨る補助支持部が配置固定されていることを特徴とする建物ユニットの補
強構造。
【請求項６】
　請求項５に記載の建物ユニットの補強構造において、
　前記補強梁と前記補助支持部とが、前記直上部を挟んで平行に配置されていることを特
徴とする建物ユニットの補強構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ユニット式建物の下階コーナー部に、柱がない状態の開放空間を形成するた
めの建物ユニットの補強構造に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　従来、住宅等の建物の下階コーナー部に、玄関やガレージ、テラス等として利用される
ピロティ等の開放空間が設けられる場合があった。建物に当該ピロティ等の開放空間を設
ける方法として、例えば、箱形の建物ユニットのフレーム内をピロティ等の開放空間とす
る方式が採用されている（特許文献１参照）。
　すなわち、箱形の建物本体の下階コーナー部に凹み状の開放空間を形成しようとする場
合に、その部分の建物ユニットを省略してしまうと、直上に位置するバルコニーや部屋、
屋根等の直上部を支持できず、建物全体の強度に影響する。ところが、上述のように建物
ユニットのフレーム内をピロティ等の開放空間として利用すれば、通常の箱形に並んだユ
ニット構成を崩さずに済み、建物全体の強度にはほとんど影響を与えないという利点があ
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平０８－１２８１１０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、建物ユニット内をピロティ等の開放空間として利用した場合には、建物ユニ
ットを構成する柱が見えてしまい、下階コーナー部における開放感や景観性を考慮すると
、当該柱を取り除きたいという要望があった。
　ところが、柱を取り除いてしまうと、柱を取り除いた状態の開放空間の直上に位置する
直上部を支持することが困難になってしまうという問題があった。
【０００５】
　本発明の課題は、柱がない状態であっても直上部を確実に支持でき、下階コーナー部に
おける開放感や景観性を向上させることが可能な建物ユニットの補強構造を提供すること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　請求項１に記載の発明は、例えば図１～図１６に示すように、ユニット式建物１を構成
する略直方体状の複数の建物ユニット２０，３０，４０，５０，６０のうち、ユニット式
建物１の下階コーナー部Ｃ１，Ｃ２に、柱がない状態の開放空間（ピロティ４，カーポー
ト出入口５）を形成するための建物ユニット３０，４０，５０，６０の補強構造であって
、
　前記開放空間用の前記建物ユニット３０，４０，５０，６０は、
　当該建物ユニット３０，４０，５０，６０の隅部にそれぞれ配置される二本または三本
の柱３１，４１，５１，６１と、当該柱３１，４１，５１，６１の上端部および下端部を
それぞれ連結する複数の梁３２～３５，４３，５２～５３，６２～６５と、からなる骨組
みと、
　前記骨組みに連結されて当該骨組みを補強する補強手段と、を備えており、
　前記補強手段は、前記開放空間用の建物ユニット３０，４０，５０，６０の上端部にお
いて前記柱３１，４１，５１，６１がある隅部と前記柱３１，４１，５１，６１がない隅
部との間に配置され、かつ前記開放空間用の建物ユニット３０，４０，５０，６０の直上
に位置する直上部２０を下方から支持する補強梁３８ａ，３８ｂ，４８ａ，５８ａ，６８
ａを少なくとも有することを特徴とする。
【０００７】
　請求項１に記載の発明によれば、補強手段は、開放空間用の建物ユニット３０，４０，
５０，６０の上端部において柱３１，４１，５１，６１がある隅部と柱３１，４１，５１
，６１がない隅部との間に配置され、かつ開放空間用の建物ユニット３０，４０，５０，
６０の直上に位置する直上部２０を下方から支持する補強梁３８ａ，３８ｂ，４８ａ，５
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８ａ，６８ａを少なくとも有するので、下階コーナー部Ｃ１，Ｃ２に柱がない状態であっ
ても、当該補強梁３８ａ，３８ｂ，４８ａ，５８ａ，６８ａによって直上部２０を確実に
支持することができる。これによって、柱がない状態の開放空間（ピロティ４，カーポー
ト出入口５）を確実に形成でき、下階コーナー部における開放感や景観性を向上させるこ
とが可能となる。
【０００８】
　請求項２に記載の発明は、例えば図１～図９，図１１に示すように、請求項１に記載の
建物ユニットの補強構造において、
　前記補強手段は、前記開放空間用の建物ユニット３０，４０，５０において前記柱３１
，４１，５１がない隅部に隣り合う前記柱３１，４１，５１がある隅部側に配置され、か
つ前記補強梁３８ａ，３８ｂ，４８ａ，５８ａとともに前記直上部２０を支持する補強柱
３７，４７，５７を有しており、
　前記補強梁３８ａ，３８ｂ，４８ａ，５８ａと前記補強柱３７，４７，５７は、当該補
強梁３８ａ，３８ｂ，４８ａ，５８ａの一端部と当該補強柱３７，４７，５７の上端部と
が交差してなる交差部３９，４９，５９を介して一体的に形成されていることを特徴とす
る。
【０００９】
　請求項２に記載の発明によれば、補強梁３８ａ，３８ｂ，４８ａ，５８ａと交差部３９
，４９，５９を介して一体的に形成された補強柱３７，４７，５７が、補強梁３８ａ，３
８ｂ，４８ａ，５８ａとともに直上部２０を支持するので、下階コーナー部Ｃ１，Ｃ２に
柱がない状態であっても、補強梁３８ａ，３８ｂ，４８ａ，５８ａとともに直上部２０を
より確実に支持することができる。
【００１０】
　請求項３に記載の発明は、例えば図４～図６に示すように、請求項２に記載の建物ユニ
ットの補強構造において、
　前記開放空間用の建物ユニット３０，４０の前記骨組みの上端部と、前記開放空間用の
建物ユニット３０，４０に隣接する下階の前記建物ユニット２０の上端部と、前記交差部
３９，４９の上端部とが、シアープレートＰ１，Ｐ２を介して連結されていることを特徴
とする。
【００１１】
　請求項３に記載の発明によれば、開放空間用の建物ユニット３０，４０の骨組みの上端
部と、開放空間用の建物ユニット３０，４０に隣接する下階の建物ユニット２０の上端部
と、交差部３９，４９の上端部とが、シアープレートＰ１，Ｐ２を介して連結されている
ので、交差部３９，４９を含む補強手段にかかる直上部２０の荷重を、シアープレートＰ
１，Ｐ２を介して開放空間用の建物ユニット３０，４０の骨組みと、隣接する下階の建物
ユニット２０とに効果的に伝達することができる。これによって、補強手段にかかる負担
を軽減できるので、当該補強手段によって直上部２０をより確実に支持することができる
。
【００１２】
　請求項４に記載の発明は、例えば図６～図８に示すように、請求項３に記載の建物ユニ
ットの補強構造において、
　前記開放空間用の建物ユニット４０の前記骨組みは、隅部において前記柱４１と前記天
井梁４２，４３とを連結する複数の柱梁接合部材４６を有しており、
　前記複数の柱梁接合部材４６のうち前記交差部４９に近接する柱梁接合部材４６は、
　前記柱４１の上端部に位置し、前記交差部４９が接合される本体部と、
　前記本体部から前記交差部４９側の方向と直交する方向に突出し、前記補強梁４８ａと
直交する天井梁４３が接合される突出部４６ｂと、を備えることを特徴とする。
【００１３】
　請求項４に記載の発明によれば、交差部４９に近接する柱梁接合部材４６は、交差部４
９が接合される本体部と、補強梁４８ａと直交する天井梁４３が接合される突出部４６ｂ
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と、を備えるので、例えば交差部４９を、本体部から突出する突出部４６ｂに接合する場
合に比して、当該交差部４９と柱梁接合部材４６との間隔を狭くして配置することができ
る。すなわち、交差部４９と柱梁接合部材４６とを近付けて接合することができる。
　これによって、開放空間用の建物ユニット４０の骨組みの上端部と、開放空間用の建物
ユニット４０に隣接する下階の建物ユニット２０の上端部と、交差部４９の上端部とを連
結するシアープレートの長さを長くする必要がなく、通常の長さのシアープレートＰ２を
使用することが可能となるので、コストの低減に寄与できる。
【００１４】
　請求項５に記載の発明は、例えば図１１～図１６に示すように、請求項１～４のいずれ
か一項に記載の建物ユニットの補強構造において、
　前記直上部２０は、前記ユニット式建物１の上階を構成する建物ユニット２０と隣接し
て配置されており、
　前記直上部２０の上端部と、前記上階の建物ユニット２０の上端部との間には、当該双
方の前記建物ユニット２０，２０に跨る補助支持部８０が配置固定されていることを特徴
とする。
【００１５】
　請求項５に記載の発明によれば、直上部２０の上端部と、上階の建物ユニット２０の上
端部との間には、当該双方の建物ユニット２０，２０に跨る補助支持部８０が配置固定さ
れているので、当該補助支持部８０を介して双方の建物ユニット２０，２０を連結でき、
直上部２０を上方に引っ張るようにして（吊持するようにして）、上階の建物ユニット２
０によって保持できる。これによって、直上部２０の下方に設けられる補強手段にかかる
負担を軽減できるので、当該補強手段によって直上部２０をより確実に支持することがで
きる。
【００１６】
　請求項６に記載の発明は、例えば図１～図１６に示すように、請求項５に記載の建物ユ
ニットの補強構造において、
　前記補強梁３８ａ，４８ａ，５８ａ，６８ａと前記補助支持部８０とが、前記直上部２
０を挟んで平行に配置されていることを特徴とする。
【００１７】
　請求項６に記載の発明によれば、補強梁３８ａ，４８ａ，５８ａ，６８ａと補助支持部
８０とが、直上部２０を挟んで平行に配置されているので、補強梁３８ａ，４８ａ，５８
ａ，６８ａと補助支持部８０は、直上部２０上下から挟み込み、かつ等しい方向となるよ
うに配置できることとなる。これによって、例えば補強梁３８ａ，４８ａ，５８ａ，６８
ａと補助支持部８０との配置方向が異なる場合等に比して、直上部２０を補強手段によっ
てより確実に支持することができる。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、柱がない状態であっても直上に位置する直上部を確実に支持でき、下
階コーナー部における開放感や景観性を向上させることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】ユニット式建物の一階を示す平面図である。
【図２】同、二階を示す平面図である。
【図３】ピロティを形成するための建物ユニットの一例を示す斜視図である。
【図４】図３に示す建物ユニットにおける補強梁とダイヤフラムとの接合部付近を示す側
面図である。
【図５】同、平面図である。
【図６】図３に示す建物ユニットの変形例であり、補強梁とダイヤフラムとの接合部付近
を示す側面図である。
【図７】同、平面図である。
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【図８】図７におけるＡ－Ａ矢視図である。
【図９】ピロティを形成するための建物ユニットの他の一例における補強梁とダイヤフラ
ムとの接合部付近を示す斜視図である。
【図１０】ピロティを形成するための建物ユニットの他の一例を示す斜視図である。
【図１１】補助支持部のユニット式建物への設置構造を示す側面図である。
【図１２】同、平面図である。
【図１３】補助支持部のユニット式建物への固定構造の一例を示す側面図である。
【図１４】同、平面図である。
【図１５】補助支持部のユニット式建物への固定構造の他の一例を示す側面図である。
【図１６】同、平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。
　図１，図２等において符号１は、複数階建てのユニット式建物を示す。このユニット式
建物１は、複数の建物ユニット２０，４０を組み合わせてなる建物本体２と、当該建物本
体２の上部に設けられる屋根とを備える。
　建物本体２は、複数の建物ユニット２０，４０を上下・左右・前後に組み合わせて形成
されるものである。建物ユニット４０は、後述する開放空間を形成するためのものであり
、建物本体２のその他の部分は、建物ユニット２０によって形成されている（ただし、後
述するハンガーユニット２０Ａが一部に使用される）。
　また、下階に設けられる建物ユニット２０，４０は、図示はしないが、アンカーボルト
を介して基礎に接合される。
　建物ユニット２０，４０は金属製の略直方体の骨組みを有するものである。すなわち、
当該骨組みは、詳細は後述するが、複数の柱と、柱梁接合部材を介して複数の柱の上端間
を連結する短辺天井梁および長辺天井梁と、柱梁接合部材を介して複数の柱の下端間を連
結する短辺床梁および長辺床梁とを備える。なお、図１，図２において外壁や内壁の内部
に表れる四角形状の表示が建物ユニット２０，４０の柱とされている。また、当該骨組み
には、天井材、床材、外壁材、内壁材（間仕切壁）、配線等の各種部品が予め工場等で組
み付けられ、その状態で現場に輸送される。
【００２１】
　続いて、ユニット式建物１の間取りについて説明する。なお、図１，図２の紙面におい
て上が北、下が南、左が西、右が東とされている。
　図１は複数階建てのユニット式建物１の一階を示し、図２は二階を示している。また、
図示はしないが、ユニット式建物１は三階を有する。
【００２２】
　一階の中央南側には、建物ユニット４０の柱４１をポーチ柱３ａ，３ａとした玄関ポー
チ３が配設されている。
　玄関ポーチ３の西側には、ユニット式建物１の下階コーナー部Ｃ１に相当する部分の柱
が取り除かれた状態のピロティ４（すなわち、開放空間）が配設されている。なお、当該
ピロティ４の床はウッドデッキとなっている。
　玄関ポーチ３の東側には、ユニット式建物１の下階コーナー部Ｃ２に相当する部分の柱
が取り除かれた状態のカーポート出入口５（すなわち、開放空間）が配設されている。当
該カーポート出入口５の北側にはカーポート６が配設されている。
　なお、柱が取り除かれた状態の開放空間であるピロティ４およびカーポート出入口５は
、柱等が取り除かれた状態の建物ユニット４０によって構成されている。また、本実施の
形態においては建物ユニット４０によってピロティ４およびカーポート出入口５を構成す
るものとしたが、これに限られるものではなく、その他の建物ユニット３０，５０，６０
を採用してもよい。これら他の建物ユニット３０，５０，６０も、建物ユニット４０と同
様に柱等が取り除かれた状態となっている。
【００２３】
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　玄関ポーチ３およびピロティ４の北側であって、かつカーポート６の西側には、ユニッ
ト式建物１の屋内空間がある。当該屋内空間における玄関ポーチ３の北側には玄関土間お
よび玄関ホールを含む玄関７が配設されている。また、当該玄関７には、一階と二階とを
行き来するための階段７ａが設けられている。
　玄関７の北側から西側にかけて、平面視略Ｌ字状に形成された多目的広場としてのプラ
ザ８が配設されている。プラザ８の周囲の外壁には窓が複数設けられており、当該窓を開
放することによって、プラザ８を屋外に開けた開放的な空間として人に認識させることが
できる。
【００２４】
　階段７ａを上がった先には、二階の中央に位置するホール９が配設されている。ホール
９の南側には、浴室・洗面所・トイレを有するサニタリー１０が配設されている。また、
当該サニタリー１０の南側には、バルコニー１０ａが配設されている。
　ホール９の北側にはキッチン１１が配設されている。また、当該キッチン１１、ホール
９、サニタリー１０、バルコニー１０ａの西側には、リビングルームとダイニングルーム
の機能を一室に併存させた部屋１２が配設されている。また、当該部屋１２の西側にはバ
ルコニー１２ａが配設されている。
　ホール９、サニタリー１０、バルコニー１０ａ、キッチン１１の東側には主寝室１３が
配設されている。また、当該主寝室１３の東側にはバルコニー１３ａが配設されており、
当該主寝室１３の北側部分は畳スペース１３ｂとされている。
【００２５】
　バルコニー１２ａの北側および南側には部屋１２のための収納部１２ｂ，１２ｂが設け
られる。これらバルコニー１２ａおよび収納部１２ｂ，１２ｂは建物本体２の一階の西側
端部よりも外側に張り出しており、オーバーハングした状態となっている。
　バルコニー１３ａの北側および南側には主寝室１３のための収納部１３ｃ，１３ｃが設
けられる。これらバルコニー１３ａおよび収納部１３ｃ，１３ｃは建物本体２の一階の東
側端部よりも外側に張り出しており、オーバーハングした状態となっている。
　これらオーバーハング部分を構成する建物ユニットとしては、前記建物ユニット２０，
４０よりもサイズが小さく設定され、かつ隣接する建物ユニット２０に連結されるハンガ
ーユニット２０Ａが用いられている。
【００２６】
　なお、本実施の形態においては、ピロティ４の直上には、前記部屋１２の南側端部があ
る。すなわち、部屋１２の南側端部を構成する建物ユニット２０は、ピロティ４を構成す
る建物ユニット４０（３０，５０，６０）の直上部として設けられている。
　また、カーポート出入口５の直上には、前記主寝室１３の南側端部がある。すなわち、
主寝室１３の南側端部を構成する建物ユニット２０は、カーポート出入口５を構成する建
物ユニット４０（３０，５０，６０）の直上部として設けられている。
　本実施の形態においては直上部として、建物ユニット２０（その内部に設けられる部屋
１２，１３）を例に挙げたが、これに限られるものではなく、適宜変更可能である。例え
ばバルコニーを形成するためのバルコニーユニットや屋根等を直上部としてもよい。
【００２７】
　続いて、ユニット式建物１を構成する各建物ユニット２０，３０，４０，５０，６０に
ついて、図面を参照して詳細に説明する。
【００２８】
〔建物ユニット２０〕
　建物ユニット２０は、図１０等に示すように、骨組みとして、四隅に設けられた柱２１
と、四本の柱２１の上端間を連結する短辺天井梁２２および長辺天井梁２３と、四本の柱
２１の下端間を連結する短辺床梁２４および長辺床梁２５とを備える。また、各柱２１と
各梁２２～２５とは、各柱２１の端部と各梁２２～２５の端部が接合される柱梁接合部材
２６を介して連結されている。
　すなわち、当該建物ユニット２０の骨組みは直方体状に形成され、柱２１や各梁２２～
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２５に省略された部分がない状態となっている。そして、ユニット式建物１を構築する上
で、当該建物ユニット２０が基本形状の建物ユニットとして用いられている。本実施の形
態のユニット式建物１においては、ピロティ４およびカーポート出入口５、ハンガーユニ
ット２０Ａの箇所を除いて、当該建物ユニット２０が用いられている。
　なお、ユニット式建物１に用いられる箇所に応じて、当該建物ユニット２０のサイズ（
柱２１や各梁２２～２５の長さ）は適宜変更されるが、説明の便宜上、符号は同一とする
。
【００２９】
　また、柱２１は角筒状に形成されており、各梁２２～２５は断面コ字状に形成された所
謂溝形鋼である。
　さらに、柱梁接合部材２６は所謂ダイヤフラム（または仕口とも称する）であり、その
上面または下面に柱２１の端部が接合され、柱２１が接合される領域よりも梁２２～２５
側に突出する突出部２６ａ，２６ｂに対して梁２２～２５がそれぞれ接合される。
　以下に説明する各建物ユニット３０（４０，５０，６０）における各柱および各梁自体
の形状も、建物ユニット２０の柱２１および各梁２２～２５と同様に形成されている。さ
らに、各建物ユニット３０（４０，５０，６０）における柱梁接合部材自体の形状も、建
物ユニット２０の柱梁接合部材２６と同様のものが利用されるか、適宜加工されて利用さ
れるものとする。
【００３０】
　なお、前記ハンガーユニット２０Ａも、建物ユニット２０に比して全体のサイズは小さ
いものの、建物ユニット２０と略同様の形状の部材によって構成されているものとする。
【００３１】
〔建物ユニット３０〕
　建物ユニット３０は、図３～図５に示すように、仮想的な直方体状の空間Ｒ内に収まる
ように形成された建物ユニットである。当該建物ユニット３０は、その骨組みとして、四
隅のうち三つの隅に設けられた三本の柱３１と、短辺天井梁３２および長辺天井梁３３と
、短辺床梁３４および長辺床梁３５とを備える。また、各柱３１と各梁３２～３５とは、
各柱３１の端部と各梁３２～３５の端部が接合される柱梁接合部材３６を介して連結され
ている。
　さらに、当該建物ユニット３０は、その骨組みを補強するための補強手段である補強柱
３７および補強梁３８ａ，３８ｂを備える。
　補強手段である補強柱３７は、開放空間用の建物ユニット３０において柱３１がない隅
部に隣り合う柱３１がある隅部側に配置され、かつ補強梁３８ａ，３８ｂとともに直上部
２０を支持するものである。
　補強手段である補強梁３８ａ，３８ｂは、開放空間用の建物ユニット３０の上端部にお
いて柱３１がある隅部と柱３１がない隅部との間に配置され、かつ開放空間用の建物ユニ
ット３０の直上に位置する直上部２０を下方から支持するものである。
【００３２】
　短辺天井梁３２は、上述の仮想的な直方体状空間Ｒの一方の短辺側（短辺床梁３４の上
方）に配置され、突出部３６ａのある柱梁接合部材３６を介して二本の柱３１，３１の上
端間を連結している。
　長辺天井梁３３は、前記直方体状空間Ｒの一方の長辺側（長辺床梁３５の上方）に配置
され、突出部３６ｂのある柱梁接合部材３６を介して二本の柱３１，３１の上端間を連結
している。
　短辺床梁３４は、前記直方体状空間Ｒの一方の短辺側（短辺天井梁３２の下方）に配置
され、突出部３６ａのある柱梁接合部材３６を介して二本の柱３１，３１の下端間を連結
している。
　長辺床梁３５は、前記直方体状空間Ｒの一方の長辺側（長辺天井梁３３の下方）に配置
され、突出部３６ｂのある柱梁接合部材３６を介して二本の柱３１，３１の上端間を連結
している。



(9) JP 2015-137496 A 2015.7.30

10

20

30

40

50

　柱梁接合部材３６は、三本の柱３１の上下端部にそれぞれ接合されている。
　すなわち、補強柱３７および補強梁３８ａ，３８ｂを除く建物ユニット３０の形状は、
平面視においてＬ字状となるように、各柱３１および各梁３２～３５が配置されている。
換言すれば、骨組みが直方体状に形成された前記建物ユニット２０と比較すると、補強柱
３７および補強梁３８ａ，３８ｂを除く建物ユニット３０の骨組みは、前記直方体状空間
Ｒの他方の短辺側および他方の長辺側においては各梁３２～３５が取り除かれ、直方体状
空間Ｒの他方の短辺と他方の長辺とが交差する箇所における柱３１が取り除かれた状態と
なっている。
【００３３】
　補強柱３７および補強梁３８ａ，３８ｂは所謂Ｈ形鋼によって構成されており、柱３１
や各梁３２～３５に比して剛性が高い。
　すなわち、補強柱３７は、柱３１に比して建物ユニット３０の短辺方向に寸法が長くな
るように設定されている。
　また、補強梁３８ａ，３８ｂは、各梁３２～３５に比して建物ユニット３０の上下方向
に寸法が長くなるように設定されている。つまり、梁成の高い状態となっている。
　さらに、補強柱３７および補強梁３８ａ，３８ｂのウェブおよびフランジ自体の厚みは
、柱３１の各面を構成する金属板の厚みと、各梁３２～３５を構成するウェブおよびフラ
ンジの厚みよりも厚くなるように設定されている。
【００３４】
　補強梁３８ａは、前記直方体状空間Ｒの他方の短辺側において各天井梁３２，３３と略
等しい高さに配置されている。また、補強梁３８ｂは、前記直方体状空間Ｒの他方の長辺
側において各天井梁３２，３３と略等しい高さに配置されている。さらに、補強梁３８ａ
，３８ｂの上面と、各天井梁３２，３３の上面は面一となっている。また、後述する交差
部３９の上面と、各天井梁３２，３３の上面も面一となっている。
　補強柱３７の上端部と補強梁３８ａの一端部は、図４に示すように、交差部３９を介し
て一体的に形成されている。これによって、当該補強柱３７と補強梁３８ａは、側面視に
おいて逆Ｌ字状に連結された状態となっている。
　なお、交差部３９は、断面Ｈ型の補強柱３７の断面形状と、同じく断面Ｈ型の補強梁３
８ａの断面形状とを組み合わせた構成となっている。すなわち、水平方向の断面は補強柱
３７の断面形状と同様であり、鉛直方向の断面は補強梁３８ａの断面形状と同様である。
　また、交差部３９を形成するに当たって、本実施の形態の補強柱３７と補強梁３８ａと
の関係は柱勝ちの状態となっているものとする。
【００３５】
　補強梁３８ａと補強梁３８ａは、平面視においてＬ字状に連結されている。そして、当
該Ｌ字の角が、建物ユニット３０の骨組みにおける柱がない隅部に配置されている。
　補強梁３８ｂは、図３に示すように、前記直方体状空間Ｒの他方の長辺側に臨む柱３１
の上端部に接合される。
【００３６】
　また、補強柱３７は、図３～図５に示すように、前記直方体状空間Ｒの他方の短辺側に
臨む柱３１に隣り合うようにして配置されている。
　より詳細には、当該補強柱３７の二つのフランジのうち一方は、図４に示すように、直
方体状空間Ｒの他方の短辺側に臨む柱３１の側面に対向している。そして、当該一方のフ
ランジの上端部（すなわち、交差部３９の位置であって、当該交差部３９の一方のフラン
ジと称してもよい）は、柱３１の上端部に位置する柱梁接合部材３６の突出部３６ａに接
合されている。なお、当該突出部３６ａの突出方向先端には金属製のエンドプレート３６
ｃが一体的に設けられており、当該エンドプレート３６ｃと補強柱３７の一方のフランジ
（または交差部３９の一方のフランジ）とがボルト結合（図示せず）されている。
【００３７】
　以上のような建物ユニット３０を設置する際は、当該建物ユニット３０と、当該建物ユ
ニット３０に隣接する建物ユニット２０とが、金属製のシアープレートＰ１を介して連結



(10) JP 2015-137496 A 2015.7.30

10

20

30

40

50

されている。
　すなわち、開放空間用の建物ユニット３０の骨組みの上端部と、開放空間用の建物ユニ
ット３０に隣接する下階の建物ユニット２０の上端部と、交差部３９の上端部とが、シア
ープレートＰ１を介して連結されている。シアープレートＰ１は隣接する下階の建物ユニ
ット２０のうち、建物ユニット３０の直近の柱梁接合部材２６の上面から、交差部３９ま
で延出した状態となっている。また、シアープレートＰ１は、図示しないボルト・ナット
により固定されている。
【００３８】
〔建物ユニット４０〕
　建物ユニット４０は、建物ユニット３０の変形例であり、仮想的な直方体状の空間Ｒ内
に収まるように形成された建物ユニットである。当該建物ユニット４０は、その骨組みと
して、四隅のうち三つの隅に設けられた三本の柱４１と、短辺天井梁および長辺天井梁４
３と、短辺床梁および長辺床梁とを備える。また、各柱４１と各梁４３とは、各柱４１の
端部と各梁４３の端部が接合される柱梁接合部材４６を介して連結されている。
　すなわち、建物ユニット４０の骨組みは、建物ユニット３０の骨組みと略同様の構成と
なっている。ただし、当該建物ユニット４０の柱梁接合部材４６は、図６，図７に示すよ
うに、前記直方体状空間Ｒの他方の短辺側に突出する突出部（建物ユニット３０の例にお
ける突出部３６ａに相当）を有していない。
【００３９】
　さらに、建物ユニット４０は、その骨組みを補強するための補強手段として、補強柱４
７と、短辺側の補強梁４８ａおよび長辺側の補強梁（図示せず）と、を備える。これら補
強柱４７および補強梁３８ａは、前記補強柱３７および前記補強梁３８ａ，３８ｂと同様
に所謂Ｈ形鋼によって構成されており、建物ユニット４０の骨組みの柱４１や各梁４３に
比して剛性が高い。
　補強柱４７の上端部と補強梁４８ａの一端部は、図６に示すように、交差部４９を介し
て一体的に形成されている。これによって、当該補強柱４７と補強梁４８ａは、側面視に
おいて逆Ｌ字状に連結された状態となっている。
　補強梁４８ａの他端部と長辺側の補強梁の一端部は、図示はしないが、平面視において
Ｌ字状に連結されている。
【００４０】
　また、補強柱４７は、図６，図７に示すように、前記直方体状空間Ｒの他方の短辺側に
臨む柱４１に隣接して配置されている。
　より詳細には、当該補強柱４７の二つのフランジのうち一方は、前記直方体状空間Ｒの
他方の短辺側に臨む柱４１の側面に対向している。そして、当該一方のフランジの上端部
（または交差部４９の一方のフランジ）は、柱４１の上端部に位置する柱梁接合部材４６
に接合されている。なお、当該柱梁接合部材４６には金属製のエンドプレート４６ｃが一
体的に設けられており、当該エンドプレート４６ｃと補強柱４７の一方のフランジとがボ
ルト結合（図示せず）されている。
　なお、柱梁接合部材４６のエンドプレート４６ｃ側端面と、エンドプレート４６ｃには
、図８に示すように、複数のボルト孔４６ｄとシノ孔４６ｅが形成されている。シノ孔４
６ｅは、当該シノ孔４６ｅにシノを挿入することで、補強柱４７側に設けられるボルト孔
（図示せず）と柱梁接合部材４６側のボルト孔とのズレを矯正することができる。
【００４１】
　以上のような建物ユニット４０を設置する際は、当該建物ユニット４０と、当該建物ユ
ニット４０に隣接する建物ユニット２０とが、金属製のシアープレートＰ２を介して連結
されている。
　すなわち、開放空間用の建物ユニット４０の骨組みの上端部と、開放空間用の建物ユニ
ット４０に隣接する下階の建物ユニット２０の上端部と、交差部４９の上端部とが、シア
ープレートＰ２を介して連結されている。シアープレートＰ２は隣接する下階の建物ユニ
ット２０のうち、建物ユニット４０の直近の柱梁接合部材２６の上面から、交差部４９ま
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で延出した状態となっている。より詳細には、シアープレートＰ２の端部は交差部４９の
上面のうち、一方のフランジに近い位置に配置されている。また、シアープレートＰ２は
、図示しないボルト・ナットにより固定されている。
　なお、交差部４９の上面部のうち、前記一方のフランジに近い位置には、ボルトを挿入
するためのボルト孔４９ａが形成されている。
　また、シアープレートＰ２は、建物ユニット４０と、当該建物ユニット４０に隣接する
建物ユニット２０とを連結するものとして使用されているが、通常の長さに設定されてい
るため、建物ユニット２０，２０同士の連結にも使用できる。
【００４２】
〔建物ユニット５０〕
　建物ユニット５０は、仮想的な直方体状の空間Ｒ内に収まるように形成された建物ユニ
ットである。当該建物ユニット５０は、その骨組みとして、三本の柱５１と、短辺天井梁
５２と、長辺天井梁５３と、短辺床梁と、長辺床梁と、を備える。
　三本の柱５１は、前記直方体状空間Ｒの四隅の三つの隅に設けられている。
　短辺天井梁５２は、前記直方体状空間Ｒの一方および他方の短辺側にそれぞれ配置され
ている。また、長辺天井梁５３は、前記直方体状空間Ｒの一方および他方の長辺側にそれ
ぞれ配置されている。すなわち、建物ユニット５０における各天井梁５２，５３は平面視
において矩形枠状に組まれた状態となっている。また、矩形枠状に組まれた各天井梁５２
，５３の三つの角と、三本の柱５１は、柱梁接合部材５６を介して連結されている。
　短辺床梁は、図示はしないが、前記直方体状空間Ｒの一方の短辺側に配置され、柱梁接
合部材５６を介して二本の柱５１，５１の下端間を連結している。長辺床梁は、図示はし
ないが、前記直方体状空間Ｒの一方の長辺側に配置され、柱梁接合部材５６を介して二本
の柱５１，５１の下端間を連結している。すなわち、建物ユニット５０における各床梁は
平面視（または底面視）においてＬ字状に組まれた状態となっている。
【００４３】
　さらに、図９に示すように、建物ユニット５０は補強手段として少なくとも、補強柱５
７と、補強梁５８ａと、を備える。
　補強柱５７自体の剛性は、骨組みの柱５１と略等しく設定されている。すなわち、建物
ユニット５０における補強柱５７は、骨組みの柱５１と同様の角筒状の部材で構成されて
いる。
　当該補強柱５７は、前記直方体状空間Ｒの他方の短辺側に臨む柱５１に隣接して配置さ
れている。これら補強柱５７と柱５１とは、ピッチ溶接されて接合されている。
【００４４】
　補強梁５８ａは、第一梁５８Ａと、第二梁５８Ｂと、を備えており、これら第一梁５８
Ａと第二梁５８Ｂとを複合させてなる。
　より詳細に説明すると、第一梁５８Ａおよび第二梁５８Ｂは、骨組みの短辺天井梁５２
と同様の溝形鋼で構成されており、当該第一梁５８Ａおよび第二梁５８Ｂ自体の剛性は、
骨組みの短辺天井梁５２と略等しく設定されている。そして、第一梁５８Ａに対し、当該
第一梁５８Ａと略等しい断面形状の第二梁５８Ｂを、互いの開口が向き合うようにして複
合させる（溶接等によって接合させる）ことで、補強梁５８ａ自体の剛性を向上させてい
る。
　また、当該補強梁５８ａは、前記直方体状空間Ｒの他方の短辺側に設けられた短辺天井
梁５２の直下に隣接して配置されている。これら補強梁５８ａと短辺天井梁５２とは、ピ
ッチ溶接されて接合されている。
【００４５】
　また、補強柱５７と補強梁５８ａは、補強柱５７の上端部と補強梁５８ａの端部とが接
合される柱梁接合部材５９（交差部に相当）を介して連結されている。
　柱梁接合部材５９は、第一梁５８Ａと第二梁５８Ｂとを複合させてなる補強梁５８ａの
端面と略等しい広さの端面を有しており、互いに接合しやすくなっている。
　また、当該柱梁接合部材５９は、前記直方体状空間Ｒの他方の短辺側に臨む柱５１と補
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強柱５７に対して溶接されて接合されている。
【００４６】
　また、図示はしないが、前記直方体状空間Ｒの他方の長辺側に設けられた長辺天井梁の
５３の直下に隣接して、補強梁５８ａと直交配置され、かつ一体的に形成される補強梁を
配置してもよい。この長辺側の補強梁も、前記補強梁３８ａと同様に、第一梁と第二梁と
を複合させてなるものが好適に利用される。
【００４７】
　以上のような建物ユニット５０を設置する際は、当該建物ユニット５０と、当該建物ユ
ニット５０に隣接する下階の建物ユニット２０とが、金属製のシアープレート（図示せず
）を介して連結されている。
　当該建物ユニット５０の場合は、補強手段である補強柱５７および補強梁５８ａが、骨
組みの柱５１の上端部と短辺天井梁５２の端部との間の入隅側に配置される。そのため、
シアープレートによる建物ユニット２０と建物ユニット５０との連結は、通常通りに行わ
れる。
【００４８】
〔建物ユニット６０〕
　建物ユニット６０は、図１０に示すように、仮想的な直方体状の空間Ｒ内に収まるよう
に形成された建物ユニットである。当該建物ユニット６０は、その骨組みとして、二本の
柱６１と、短辺天井梁６２と、長辺天井梁６３と、長辺床梁６５と、を備える。
　二本の柱６１は、前記直方体状空間Ｒの四隅のうち、隣接する建物ユニット２０側の二
つの隅に設けられている。そして、二本の柱６１と、隣接する建物ユニット２０の二本の
柱２１は、接合プレート６１ａを介して接合されている。また、双方の柱２１，６１には
、当該接合プレート６１ａの下地となる下地プレート６１ｂがそれぞれ接合されている。
すなわち、接合プレート６１ａは、柱２１に接合された下地プレート６１ｂと、柱６１に
接合された下地プレート６１ｂ間に架け渡されて設けられている。なお、接合プレート６
１ａは、下地プレート６１ｂ，６１ｂに対してボルト結合されている。
【００４９】
　短辺天井梁６２は、前記直方体状空間Ｒの一方および他方の短辺側にそれぞれ配置され
ている。また、長辺天井梁６３は、前記直方体状空間Ｒの一方の長辺側（建物ユニット２
０側）に配置されている。すなわち、建物ユニット６０における各天井梁６２，６３は平
面視においてコ字状に組まれた状態となっている。また、各天井梁６２，６３と、二本の
柱６１は、柱梁接合部材６６を介して連結されている。
　長辺床梁６５は、前記直方体状空間Ｒの一方の長辺側（建物ユニット２０側）に配置さ
れ、柱梁接合部材６６を介して二本の柱６１，６１の下端間を連結している。
【００５０】
　さらに、図１０に示すように、建物ユニット６０は少なくとも、補強梁６８ａを備える
。当該補強梁６８ａは、前記短辺天井梁６２を含んで所謂ラチス状に形成されている。
　すなわち、当該補強梁６８ａは、短辺天井梁６２を上弦材とし、当該短辺天井梁６２の
下方に設けられる下弦材６８Ａと、短辺天井梁６２および下弦材６８Ａの突出方向端部間
に設けられる縦材６８Ｂと、短辺天井梁６２と下弦材６８Ａとの間にジグザグに設けられ
るラチス材６８Ｃと、を備える。なお、縦材６８Ｂは、柱梁接合部材６６を介して短辺天
井梁６２および長辺天井梁６３に連結されている。
　このようなラチス状の補強梁６８ａは、ラチス材６８Ｃをジグザグに設けることでトラ
ス構造となっており、当該補強梁６８ａと一体的に設けられた前記短辺天井梁６２の剛性
を高めることができる。
【００５１】
　なお、建物ユニット６０は、前記建物ユニット２０に対して、前記接合プレート６１ａ
と、図示しないシアープレートによって連結された状態となっている。
　また、このような場合、隣接する建物ユニット２０（特に建物ユニット６０側の柱２１
）に対して大きな負荷がかかるため、建物ユニット２０には、当該建物ユニット２０の強
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度を高め、建物ユニット６０による直上部２０の支持を補助するためのサブフレーム７０
が設けられている。
　なお、当該サブフレーム７０は、建物ユニット２０の一方および他方の短辺側の架構面
のうち、少なくともいずれか一方の架構面内に設けられる。
【００５２】
　当該サブフレーム７０は、縦材７１と、水平材７２と、斜材７３と、固定ブラケット７
４と、を備える。
　縦材７１は、柱２１，２１と平行に配置され、短辺天井梁２２と短辺床梁２４との間に
架け渡されている。
　水平材７２は、所定の間隔をあけて平行に配置される上下一対のものであり、建物ユニ
ット６０側の柱２１と縦材７１との間に架け渡されている。なお、当該双方の水平材７２
の両端部は、固定ブラケット７４を介して柱２１および縦材７１に連結されている。
　斜材７３は、建物ユニット６０側の柱２１と、縦材７１と、上下一対の水平材７２，７
２とで形成された枠内に、互いに交差するようにして複数設けられている。なお、当該複
数の斜材７３の両端部は、固定ブラケット７４を介して柱２１および縦材７１に連結され
ている。
　なお、斜材７３，７３が設けられる前記枠は、建物ユニット６０側の柱２１と縦材７１
との間の中央付近の高さに配置されている。また、接合プレート６１ａおよび下地プレー
ト６１ｂの取り付け位置は、当該枠よりも高い位置に、かつ補強梁６８ａと略等しい高さ
に設定されている。
【００５３】
〔補助支持部８０〕
　続いて、建物ユニット３０，４０，５０，６０によって直上部（建物ユニット２０）を
支持する際に、その補助を行うために用いられる補助支持部８０について説明する。
　ここでは、当該補助支持部８０が用いられる建物として、上述のユニット式建物１を例
に挙げて説明する。
　また、上述のように当該ユニット式建物１においては、ピロティ４およびカーポート出
入口５を構成する建物ユニットとして、前記建物ユニット４０が用いられている。ただし
、これに限られるものではなく、他の建物ユニット３０，５０，６０を採用してもよいも
のとする。
【００５４】
　ユニット式建物１は、図１１に示すように、建物本体２の上部に設けられる屋根１４を
備える。屋根１４は勾配屋根（本実施の形態では例えば寄棟屋根）とされている。また、
屋根１４は、屋根面の形状に形成された複数の屋根パネルによって構成されている。
【００５５】
　建物本体２の上部に屋根１４を設けるにあたって、屋根１４を好適に支持するために、
建物本体２の二階を構成する複数の建物ユニット２０の上面には小屋パネル１５が設けら
れている。当該小屋パネル１５は、各建物ユニット２０の天井梁２２，２３と略等しい大
きさの矩形枠状に形成されている。すなわち、当該小屋パネル１５は、短辺梁１５ａと、
長辺梁１５ｂと、を備える。また、長辺方向の長さが長い場合には、中間梁１５ｃが適宜
設けられる。
　なお、当該小屋パネル１５の枠内には、当該枠状の小屋パネル１５の対角線に沿ってブ
レースや小梁等が適宜設けられる。
　また、ハンガーユニット２０Ａの上面にも、当該ハンガーユニット２０Ａのサイズに合
わせた小屋パネル１５Ａが設けられている。
【００５６】
　複数の小屋パネル１５の上面には、屋根１４を直接的に支持する屋根束等の屋根支持部
材１６が複数設けられている。当該屋根支持部材１６は、屋根１４の勾配に対応して複数
種類のものが用意されている。また、当該屋根支持部材１６は、隣接する小屋パネル１５
，１５同士に跨って配置固定されている。また、建物本体２の四隅に位置する部分や、長
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辺梁１５ｂと中間梁とが交差する部分を除き、複数の屋根支持部材１６の多くは、隣接す
る小屋パネル１５，１５同士の角部同士や、中間梁のある部分同士に跨って配置されてい
るものとする。
【００５７】
　なお、建物本体２の二階を構成する複数の建物ユニット２０の上面に設けられる複数の
小屋パネル１５のうち、直上部を構成する建物ユニット２０の上面に設けられた小屋パネ
ル１５と、当該建物ユニット２０の短辺方向に隣接する建物ユニット２０の上面に設けら
れた小屋パネル１５は、他の小屋パネル１５とは異なる構成となっている。すなわち、補
助支持部８０が設けられる箇所の短辺梁１５ａ，１５ａの代わりに、補助支持部８０を構
成する下弦材８２（後述する）が設けられる。
【００５８】
　補助支持部８０は、図１１～図１４に示すように、以上のような小屋パネル１５と一体
的に設けられている。より詳細に説明すると、当該補助支持部８０は、ピロティ４および
カーポート出入口５の上方の前記直上部を構成する建物ユニット２０の上端部と、当該建
物ユニット２０の短辺方向に隣接する建物ユニット２０の上端部とに跨って設けられ、そ
れぞれの建物ユニット２０，２０に固定された状態となっている。
　すなわち、この補助支持部８０は、直上部である建物ユニット２０を上方から引っ張る
ようにして（または吊持するようにして）建物ユニット２０の自重による傾きを抑制する
機能を有する。
【００５９】
　また、補助支持部８０と前記開放空間用の建物ユニット４０の補強梁４８ａとが、直上
部２０を挟んで平行に配置されている。このように補強梁４８ａと補助支持部８０とが、
直上部２０を挟んで平行に配置されているので、補強梁４８ａと補助支持部８０は、直上
部２０上下から挟み込み、かつ等しい方向となるように配置できることとなる。
　なお、補強梁４８ａと補助支持部８０は、鉛直方向に離間するようにして平行配置され
ているものとする。
【００６０】
　当該補助支持部８０は、一対の上弦材８１，８１と下弦材８２とを備え、当該上弦材８
１，８１と下弦材８２とによって三角形状（トラス状）に形成されている。
　一対の上弦材８１，８１は、それぞれが逆方向に傾斜し、かつ傾斜方向の上端部が互い
に接合されている。また、当該一対の上弦材８１，８１の頂角には、屋根１４の下面を受
ける屋根受け部８１ａ，８１ｂが一体的に設けられている。
【００６１】
　また、下弦材８２は、一対の上弦材８１，８１の傾斜方向の下端部間に架け渡されて設
けられている。また、この下弦材８２は、直上部を構成する建物ユニット２０の上面に設
けられた小屋パネル１５と、当該建物ユニット２０の短辺方向に隣接する建物ユニット２
０の上面に設けられた小屋パネル１５と一体的に設けられている。より詳細には、これら
双方の建物ユニット２０，２０における双方の小屋パネル１５，１５の一方の短辺梁１５
ａ，１５ａに相当する箇所に下弦材８２が設けられている。そして、当該下弦材８２に対
して、小屋パネル１５，１５の長辺梁１５ｂが接合されている。
【００６２】
　また、上弦材８１，８１と下弦材８２によって三角形状に形成された枠内には、下弦材
８２上に立設され、かつ上端部が一対の上弦材８１，８１の頂角に固定される縦材８３が
設けられている。
　当該縦材８３は、前記直上部を構成する建物ユニット２０と、前記隣接する建物ユニッ
ト２０とに跨る位置に配置されている。
【００６３】
　以上のような補助支持部８０は、図１３，図１４に示すように、隣り合う屋根支持部材
１６間にブレース８４を複数架設することによって、当該隣り合う屋根支持部材１６に支
持されている。
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　隣り合う屋根支持部材１６は、縦材８３が跨る複数の小屋パネル１５，１５の長手方向
に間隔をあけて、かつ同一の複数の小屋パネル１５，１５に跨るようにして配置固定され
ている。
　複数のブレース８４は、縦材８３の上下端部と、隣り合う屋根支持部材１６の上下端部
との間において互いに交差するようにして架設されている。
【００６４】
　なお、本実施の形態においては、縦材８３と隣り合う屋根支持部材１６との間に複数の
ブレース８４を架設するものとしたが、これに限られるものではない。例えば図１５，図
１６に示すように、縦材８３と隣り合う屋根支持部材１６との間に斜材８５を架設するよ
うにしてもよい。この場合、斜材８５は、縦材８３の上端部と隣り合う屋根支持部材１６
の下端部との間に架設されている。
【００６５】
　以上のような建物ユニット４０（３０，５０，６０）の補強構造を採用したユニット式
建物１の場合、開放空間であるピロティ４およびカーポート出入口５が配置された箇所、
すなわち下階コーナー部Ｃ１，Ｃ２が柱のない状態となる。このような場合は、例えば直
上部である建物ユニット２０が、自重や経年変化等により徐々に傾斜しようとする。換言
すれば、当該直上部２０を支持する下方の建物ユニット４０（３０，５０，６０）の骨組
みが変形しようとする。
　このような変形しようとする骨組みに対して補強手段である補強柱４７や補強梁４８ａ
が連結されており、さらには、補助支持部８０が直上部２０の上端部に設けられるので、
建物ユニット４０（３０，５０，６０）の骨組みの変形を抑制できる。そして、これによ
って直上部２０の傾斜を抑制することができる。
【００６６】
　本実施の形態によれば、補強手段は、開放空間用の建物ユニット３０，４０，５０，６
０の上端部において柱３１，４１，５１，６１がある隅部と柱３１，４１，５１，６１が
ない隅部との間に配置され、かつ開放空間用の建物ユニット３０，４０，５０，６０の直
上に位置する直上部２０を下方から支持する補強梁３８ａ，３８ｂ，４８ａ，５８ａ，６
８ａを少なくとも有するので、下階コーナー部Ｃ１，Ｃ２に柱がない状態であっても、当
該補強梁３８ａ，３８ｂ，４８ａ，５８ａ，６８ａによって直上部２０を確実に支持する
ことができる。これによって、柱がない状態の開放空間（ピロティ４，カーポート出入口
５）を確実に形成でき、下階コーナー部における開放感や景観性を向上させることが可能
となる。
【００６７】
　また、補強梁３８ａ，３８ｂ，４８ａ，５８ａと交差部３９，４９，５９を介して一体
的に形成された補強柱３７，４７，５７が、補強梁３８ａ，３８ｂ，４８ａ，５８ａとと
もに直上部２０を支持するので、下階コーナー部Ｃ１，Ｃ２に柱がない状態であっても、
補強梁３８ａ，３８ｂ，４８ａ，５８ａとともに直上部２０をより確実に支持することが
できる。
【００６８】
　また、開放空間用の建物ユニット３０，４０の骨組みの上端部と、開放空間用の建物ユ
ニット３０，４０に隣接する下階の建物ユニット２０の上端部と、交差部３９，４９の上
端部とが、シアープレートＰ１，Ｐ２を介して連結されているので、交差部３９，４９を
含む補強手段にかかる直上部２０の荷重を、シアープレートＰ１，Ｐ２を介して開放空間
用の建物ユニット３０，４０の骨組みと、隣接する下階の建物ユニット２０とに効果的に
伝達することができる。これによって、補強手段にかかる負担を軽減できるので、当該補
強手段によって直上部２０をより確実に支持することができる。
【００６９】
　また、交差部４９に近接する柱梁接合部材４６は、交差部４９が接合される本体部と、
補強梁４８ａと直交する天井梁４３が接合される突出部４６ｂと、を備えるので、例えば
交差部４９を、本体部から突出する突出部４６ｂに接合する場合に比して、当該交差部４
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と柱梁接合部材４６とを近付けて接合することができる。
　これによって、開放空間用の建物ユニット４０の骨組みの上端部と、開放空間用の建物
ユニット４０に隣接する下階の建物ユニット２０の上端部と、交差部４９の上端部とを連
結するシアープレートの長さを長くする必要がなく、通常の長さのシアープレートＰ２を
使用することが可能となるので、コストの低減に寄与できる。
【００７０】
　また、直上部２０の上端部と、上階の建物ユニット２０の上端部との間には、当該双方
の建物ユニット２０，２０に跨る補助支持部８０が配置固定されているので、当該補助支
持部８０を介して双方の建物ユニット２０，２０を連結でき、直上部２０を上方に引っ張
るようにして（吊持するようにして）、上階の建物ユニット２０によって保持できる。こ
れによって、直上部２０の下方に設けられる補強手段にかかる負担を軽減できるので、当
該補強手段によって直上部２０をより確実に支持することができる。
【００７１】
　また、補強梁３８ａ，４８ａ，５８ａ，６８ａと補助支持部８０とが、直上部２０を挟
んで平行に配置されているので、補強梁３８ａ，４８ａ，５８ａ，６８ａと補助支持部８
０は、直上部２０上下から挟み込み、かつ等しい方向となるように配置できることとなる
。これによって、例えば補強梁３８ａ，４８ａ，５８ａ，６８ａと補助支持部８０との配
置方向が異なる場合等に比して、直上部２０を補強手段によってより確実に支持すること
ができる。
【符号の説明】
【００７２】
１　ユニット式建物
２　建物本体
４　ピロティ（開放空間）
５　カーポート出入口（開放空間）
２０　建物ユニット
３０，４０，５０，６０　建物ユニット
３１，４１，５１，６１　柱
３２，５２，６２　短辺天井梁
３３，４３，５３，６３　長辺天井梁
３４　短辺床梁
３５，６５　長辺床梁
３６，４６，５６，６６　柱梁接合部材
３７，４７，５７　補強柱
３８ａ，４８ａ，５８ａ，６８ａ　補強梁
３８ｂ　補強梁
３９，４９，５９　交差部
８０　補助支持部
Ｃ１，Ｃ２　下階コーナー部
Ｒ　直方体状空間
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